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合　　　計

一般行政部門

職　　　名

職員数（人）

住民基本台帳人口(29.3.31現在) 歳　出　額 左のうち人件費 人件費率 参　　　　考

構成比（％）

区　　　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 計

部　　　門
職 員 数 （人）

24年 25年 26年 27年 28年～29年
の増減

24年～29年
の増減

特別行政部門

公営企業等
会計部門

下水道・集落排水
水　　　道
教　　　育

そ　の　他
小　　　計

■職員の各部門別の内訳

■職員の級別内訳

●「その他」は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業に携わる職員です。

■平成２8年度普通会計決算にみる人件費の占める割合

●人件費には、町長や議員など特別職に支給される給与や報酬なども含まれています。
●６つの特別会計（ 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・農業集落排水事業・公共下水道事業・簡易水道事業）と水道
　事業会計から支出される人件費は含まれていません。   

職員数（A） 1人当たりの給与費（B/A）
職　　員　　給　　与　　費

給　料 職員手当 期末・勤勉手当     計（B）

■平成２8年度全会計決算にみる職員給与費    

●給料：本俸のみの額　●給与：給料＋職員手当（扶養手当など）＋期末・勤勉手当

29年28年
－

－

－
－

－
－

－

－

平成29年度町職員の給与などをお知らせします
　平成29年４月１日現在のみなべ町職員の給与などについて、次のとおり公表します。
　給与など金額は、すべて税金や各種共済保険料等を差し引く前の額で、いわゆる手取額ではありません。
　また、平成29年４月１日現在の国家公務員の給料を100とした場合の、地方公務員の給料水準を表わすラスパイレス指
数（一般行政職）は、92.9となっています。
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区　　　分
大　学　卒

一般行政職
高　校　卒

初　任　給
■初任給の状況

一　般　行　政　職
平均給料月額 平均年齢

■平均給料月額の状況

支給月
6月
12月
計

期　末 勤　勉
■期末・勤勉手当の状況

支　給　総　額
支 給 対 象 職 員

支給職員1人当たり
支 給 平 均 年 額

■時間外勤務手当の状況

扶養手当

住居手当

通勤手当

その他の
加算措置 ～

給料又は
報酬月額

退職手当の
調 整 額

最高限度額
（45年）

35年
30年
25年
20年

勤続年数
退
職
手
当
の
基
本
額

支　給　率
自己都合 勧奨・定年

管理職手当

■その他手当の状況[月額]

■退職手当の状況
退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）
に、退職手当の調整額を加えた額

●加算措置の状況　役職加算５％又は10％

職　名

町　長
副町長
教育長
議　長
副議長
議　員

期　末　手　当
12月6月 計

■特別職の給料・報酬の状況

●加算措置の状況　役職加算
　町長、副町長、教育長　41％
　議長、副議長、議員　　10％
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東アジア農業遺産学会国際ワークショップ

NEWS

　１月23日、東アジア農業遺産学会国際ワークショップが開催されました。
　ワークショップでは、中国、韓国、日本の専門家を中心に世界農業遺産の保全・
活動に関して行動計画がどのように実施され、どのような効果を生んでいるかな
ど（モニタリングと評価の実施のあり方）が話し合われました。

人権作文コンテストで小田愛里さんが優秀賞、高城中学校に感謝状

　高城中学校3年の小田さんが第37回全国中学生人権
作文コンテスト県審査において優秀賞を受賞され、1月19
日に和歌山地方法務局田辺支局長から表彰状が授与さ
れました。
　また、中学生の人権意識の高揚に尽力されていることな
どが評価され、高城中学校に法務省人権擁護局長と全国
人権擁護委員連合会会長連名の感謝状が贈られました。

日高地方 軽トラ市みなべが開催

　軽トラの荷台を店舗に見立て、新鮮な野菜、特産品、商
工業品等を販売する軽トラ市が２月12日に開催されまし
た。
　「ＵＭＥ－１」や、「梅の種とばし」イベントと同時開催のた
め、多くのお客さんが訪れ、軽トラのお店を回り、品定めをし
ながら、買い物を楽しんでいました。

賞状を受け取る小田さん

やにこいフェスタ ～梅の種とばし ｉｎ みなべ～ 開催

　２月12日、商工会青年部主催の「梅の種とばし ｉｎ みなべ」が上南部
中学校体育館で開催されました。
　当日は、事前の受付と当日に受付けた約1400人が、1位の最高賞金30
万円を目指して、梅の種をとばして、飛んだ距離を競いました。　
　夕方の表彰式には、６部門の入賞者に目録が贈られました。

南部梅林に多くの観梅客

　今年も、南部梅林に早春を求めて、多くの観梅客が訪れてくれました。
　週末には様々なイベントも行われ、訪れた皆さんは、梅の花見とともに
催しを楽しんでいました。
　２月11日、南部梅林では、梅の先覚者、故内中源蔵翁の頌徳慰霊祭
が関係者で営まれ、梅産業の発展を願いました。
　また、梅林公園内では毎年恒例の梅料理キャンペーンとして、梅料理
研究会が作った9種類の梅料理と茶がゆ1,000人分が観梅客に振る舞
われました。
　その他にも梅酒や梅ジュースの試飲、めざしの試食などがありました。
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梅の種をとばす参加者

入賞された皆さん

梅料理キャンペーンに並ぶ観梅客めざしの試食

頌徳慰霊祭

梅ジュースの試飲

小学生低学年の部
小学生高学年の部
一般男性の部
一般女性の部
シニア男性の部
シニア女性の部

各部門の1位の記録

１位
１位
１位
１位
１位
１位

９ｍ
12ｍ
22ｍ
19ｍ
17ｍ
10ｍ

62cm
21cm
25cm
17cm
25cm
96cm



広報みなべ　2018.3

8

の

町の花 う め

町の木 う ば め が し

町の鳥 う ぐ い す

町の魚 い しわ

　
３
月
末
ま
で
に
、国
民
健
康
保
険（
国
保
）に
加
入

し
て
い
る
皆
さ
ん
に
、住
民
福
祉
課
か
ら
新
し
い
保

険
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　
４
月
か
ら
医
療
機
関
の
窓
口
へ
は
、新
し
い
保
険

証
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、古
い
保
険
証
は
破
棄

し
て
く
だ
さ
い
。

■
保
険
証
の
有
効
期
限

　
４
月
１
日
〜
来
年
３
月
31
日
ま
で
１
年
間

　
但
し
、次
の
よ
う
な
場
合
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
年
度
の
途
中
に
65
歳
に
な
る
退
職
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
は
、一般
被
保
険
者
に
変
わ
る
た
め
、65

歳
の
誕
生
月
の
末
日（
１
日
生
ま
れ
の
方
は
前
月
の

末
日
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、そ
の
被
扶
養

者
が
被
保
険
者
よ
り
若
い
場
合
は
、同
じ
有
効
期
限

に
な
り
ま
す
。

　
年
度
の
途
中
に
75
歳
に
な
る
方
は
、誕
生
日
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
た
め
、75
歳
の

誕
生
日
の
前
日
ま
で
と
な
って
い
ま
す
。

■
国
保
税
の
滞
納
の
あ
る
方
に
は
郵
送
で
き
ま
せ
ん

　
保
険
証
は
、平
成
29
年
度
と
そ
れ
ま
で
の
国
保
税

の
全
部
、ま
た
は一部
に
滞
納
の
あ
る
世
帯
に
は
郵
送

で
き
ま
せ
ん
。

　
滞
納
の
あ
る
方
は
、住
民
福
祉
課
の
窓
口
へ
来
て
い

た
だ
け
れ
ば
保
険
証
を
お
渡
し
し
ま
す
。し
か
し
、

国
保
税
を
完
納
し
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
、保
険
証

の
期
限
が
１
年
未
満
の
短
期
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

■
１
年
以
上
滞
納
す
る
と
資
格
証
明
書
の
発
行
と

な
り
ま
す

　
１
年
以
上
、滞
納
を
放
置
し
た
ま
ま
に
す
る
と
、

「
資
格
証
明
書
」を
お
渡
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
資
格
証
明
書
は
、国
保
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
だ
け
の
も
の
で
す
の
で
、医
療
機
関
で

受
診
す
る
時
は
、全
額（
10
割
）を
自
己
負
担
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
納
税
が
困
難
と
い
う
方
は
税
務
課
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い

　
国
保
税
は
、納
期
限
内
に
納
め
て
い
た
だ
け
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。病
気
や
廃
業
等
や
む
を
得
な

い
事
情
で
納
め
る
の
が
難
し
い
と
い
う
方
は
、税
務
課

国
保
税
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
３
月
〜
４
月
は「
入
学
・
就
職
・
退
職
」な
ど
、何

か
と
忙
し
い
時
期
で
す
が
、国
保
の
手
続
き
も
忘

れ
ず
に
！

　
就
学
や
転
勤
な
ど
で
他
の
市
町
村
に
住
む
と
き
、

就
職
な
ど
で
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

や
退
職
な
ど
で
脱
退
し
た
と
き
は
、14
日
以
内
に
国

保
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

住
民
福
祉
課（
℡
７2
ー
２
１
６
１
）か
ら

住
民
福
祉
課（
℡
７2
ー
２
１
６
１
）か
ら

新
し
い
国
民
健
康
保
険
証（
カ
ー
ド
）を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
届
け
し
ま
す
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住
民
福
祉
課（
℡
７2
ー
２
１
６
１
）か
ら

住
民
福
祉
課（
℡
７2
ー
２
１
６
１
）か
ら

　
在
宅
障
害
者
等
福
祉
手
当
は
、障
が
い
が
あ
り
自

宅
で
生
活
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
支
給
額
は
月
額
４
０
０
０
円
、支
払
い
時
期
は
９

月
と
３
月
で
す
。

■
対
象
者

　
20
歳
以
上
で
、１
年
以
上
み
な
べ
町
に
住
ん
で
お

り
、福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
な
い
、次
の
①
〜
③
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
４
級
の
い
ず
れ
か
を 

　
持
って
い
る

②
療
育
手
帳
Ａ・Ｂ
の
い
ず
れ
か
を
持
って
い
る

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
〜
３
級
の
い

　
ず
れ
か
を
持
って
い
る

■
受
給
制
限

　
収
入
制
限（
73
万
１
３
０
０
円
以
下
）が
あ
り
ま

す
。

（
例
　
国
民
年
金
障
害
基
礎
年
金
１
級・２
級
の
い

ず
れ
か
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、年
金
額
が
制
限
額

を
超
え
る
の
で
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）

■
申
請
に
つ
い
て

　
こ
の
手
当
の
受
給
資
格
は
あ
る
が
、ま
だ
申
請
を

し
て
い
な
い
と
い
う
方
は
、右
記
の
①
〜
③
の
い
ず
れ

か
の
手
帳
、印
鑑
、国
民
年
金
な
ど
の
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
は
年
金
支
払
い
通
知
書
な
ど
を
持
って
、

住
民
福
祉
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。(

す
で
に
申
請
を

済
ま
せ
て
い
る
方
は
結
構
で
す
）

　「
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」「
ご
み
辞
典  

燃
や
す
ご

み
変
更
品
目
」が
出
来
ま
し
た
。

　
４
月
１
日
か
ら
、み
な
べ
町
の
燃
や
す
ご
み
は
田
辺

市
で
お
世
話
に
な
る
た
め
、燃
や
す
ご
み
の
分
別
が一

部
変
更
と
な
り
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、今
月
の
広
報
紙
と
一
緒
に
お
届
け

し
た「
ご
み
辞
典
燃
や
す
ご
み
変
更
品
目
」を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、生
活
環
境
課（
℡
72
|
３
６
０
５
）ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
鑑
札
を
受
け
て
い
た
犬
が
死
亡
し
た
と
き
や
、飼

い
主
や
飼
い
主
の
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
な
ど
は
届

出
が
必
要
で
す
。

　
犬
の
登
録
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
時
は
、必
ず
生

活
環
境
課
ま
で
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。　

　
ま
た
、犬
や
猫
に
関
す
る
苦
情
や
相
談
が
多
く
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
自
分
の
ペッ
ト
は
大
丈
夫
」と

思
っ
て
い
る
飼
い
主
の
方
も
、も
う
一
度
飼
い
方
の
マ

ナ
ー
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
フ
ン
な
ど
の
後
始
末
は
大
丈
夫
で
す
か
？

　
散
歩
に
は
、ビ
ニ
ー
ル
袋
や
シ
ャ
ベ

ル
な
ど
、フ
ン
の
後
始
末
が
で
き
る

も
の
を
お
忘
れ
な
く
。

　
平
成
30
年
度
学
校
給
食
用
食
材
等
物
資（
青
果
、

食
肉
、魚
、乾
物
、調
味
料
、冷
凍
食
品
等
）納
入
登

録
業
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
期
間
　

　
３
月
１
日（
木
）〜
３
月
30
日（
金
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
ま
で

　（
土・日・祝
日
を
除
く
）

■
応
募
資
格

　
み
な
べ
町
物
品
製
造
等
競
争
参
加
資
格
審
査
申

請
書
提
出
済
で
あ
る
こ
と（
く
わ
し
く
は
、み
な
べ
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）。

■
提
出
書
類

　
学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者
登
録
申
請
書

■
登
録
期
間

　
平
成
30
年
４
月
１
日
〜
平
成
31
年
３
月
31
日

■
提
出
先
　

　
教
育
委
員
会
　
教
育
学
習
課

　
〒
６
４
５―

０
０
２
６ 

　
み
な
べ
町
谷
口
３
０
１
番
地
４

※

応
募
は
郵
送
で
も
可
。た
だ
し
３
月
30
日（
金
）ま

で
に
必
着
の
こ
と
。

　
く
わ
し
く
は
、教

育
学
習
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

在
宅
障
害
者
等
福
祉
手
当
に
つ
い
て

生
活
環
境
課（
℡
７2
ー
３
６
０
５
）か
ら

生
活
環
境
課（
℡
７2
ー
３
６
０
５
）か
ら

燃
や
す
ご
み
の
分
別
が
変
更
と
な
り
ま
す

　
　
飼
い
犬
が
亡
く
な
っ
た
ら
、届
け
出
が
必
要
で
す

教
育
学
習
課（
℡
７4
ー
２
１
９
１
）か
ら

教
育
学
習
課（
℡
７4
ー
２
１
９
１
）か
ら

平
成
30
年
度
学
校
給
食
用
食
材
等

　
　
　
物
資
納
入
　
登
録
業
者
を
募
集
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町
で
は
、町
内
の
出
身
の
大
学
生
等
に
対
し
、学

費
等
の
支
援
の
た
め
、給
付
型（
返
済
不
要
）奨
学
金

交
付
事
業
を
行
って
い
ま
す
。

■
対
象
者

　
み
な
べ
町
に
居
住
す
る
者
ま
た
は
居
住
す
る
者
の

子
弟
で
あ
る
こ
と
な
ど
、そ
の
他
要
件
が
あ
り
ま

す
。

■
給
付
金
額
　
　

　
１
年
間
20
万
円（
正
規
の
最
短
修
業
年
を
限
度
）

■
募
集
人
員
　
３
名
　

■
申
込
期
間

　
平
成
30
年
６
月
１
日
〜
６
月
29
日

■
選
考
方
法

　
選
考
委
員
会
で
審
査
し
、決
定
し
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、教
育
学
習
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

 

　
平
成
29
年
分
の
所
得
税
と
贈
与
税
の
確
定
申
告

と
納
税
、町
県
民
税
の
申
告
は
、３
月
15
日（
木
）ま

で
で
す
。

　
町
で
は
、最
終
日
ま
で
役
場
で
申
告
の
受
付
を

行
って
い
ま
す
。期
間
中
、申
告
会
場
は
混
雑
し
ま
す

の
で
、申
告
書
や
収
支
内
訳
書
な
ど
を
、自
分
で
責

任
を
も
っ
て
正
確
に
記
入
し
て
き
て
い
た
だ
く
と
、ス

ム
ー
ズ
に
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、消
費
税
と
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
と

納
期
限
は
、４
月
２
日（
月
）で
す
。申
告
は
御
坊
税

務
署（
℡
０
７
３
８
|
22
|
０
６
９
５
）へ
。

■
納
税
は
口
座
振
替
で

　
納
税
は
、口
座
振
替
で
も
で
き
ま
す
。振
替
期
日

は
、所
得
税
確
定
申
告
分
が
４
月
20
日（
金
）、消
費

税
と
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
分
が
４
月
25
日

（
水
）で
す
。

■
町
県
民
税
の
納
税
は

　
個
人
の
町
県
民
税
は
、そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在

に
住
ん
で
い
る
市
町
村
で
課
税
さ
れ
ま
す
。例
え
ば
、

平
成
30
年
１
月
２
日
に
み
な
べ
町
か
ら
他
の
市
町
村

に
転
出
さ
れ
た
場
合
で
も
、そ
の
年
の
納
税
は
１
月

１
日
に
住
ん
で
い
た
み
な
べ
町
に
納
税
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
確
定
申
告
書
の
作
成
は

　
確
定
申
告
書
の
作
成
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）の「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。画
面

の
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入
力
す
れ
ば
、税
額
な

ど
自
動
計
算
さ
れ
、所
得
税
の
申
告
書
や
青
色
申
告

決
算
書
等
が
作
成
で
き
ま
す
。

 

ま
た
、ｅ-

Ｔａｘ
を
利
用
す
れ
ば
、自
宅
な
ど
に
い
な

が
ら
、申
告
書
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
で
き
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、御
坊
税
務
署（
℡
０
７
３
８
|
22

|
０
６
９
５
）へ
。　

　
軽
自
動
車
税
は
、生
活
保
護
法
に
よ
り
生
活
扶

助
を
受
け
て
い
る
方
、ま
た
は
身
体
に
障
が
い
の
あ
る

方（※

身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
、精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
、戦
傷
病
者
手
帳
の
い
ず
れ
か
を

所
有
す
る
方
）が
所
有
し
て
使
用
す
る
場
合
、申
請

に
よ
り
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
申
請
期
間
は
、４
月
１
日
〜
５
月
24
日
ま
で
で
す

（
土・日・祝
日
は
除
く
）。

※

５
月
24
日
を
過
ぎ
た
場
合
の
減
免
申
請
は
受
付

で
き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
申
請
と
お
問
い
合
わ
せ
は
、役
場
税
務
課
へ
。

　　
こ
の
度
の
条
例
改
正
に
よ
り
、平
成
30
年
度
か
ら

軽
自
動
車
税
の
納
期
限
が
４
月
30
日
か
ら
５
月
31

日
に
変
更
と
な
り
ま
す
。ま
た
、こ
れ
に
伴
い
昨
年
度

ま
で
は
納
税
通
知
書
を
４
月
中
旬
に
送
付
し
て
い
ま

し
た
が
、今
年
度
か
ら
は
５
月
上
旬
の
送
付
と
な
り

ま
す
。５
月
中
旬
を
過
ぎ
て
も
納
税
通
知
書
が
届

か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
賦
課
期
日（
課
税
の
基
準
と
な
る
日
）に
つい
て
は
、

４
月
１
日
の
ま
ま
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

税
務
課（
℡
７2
ー
２
１
６
２
）か
ら

税
務
課（
℡
７2
ー
２
１
６
２
）か
ら

所
得
税
の
確
定
申
告
と

　
町
県
民
税
の
申
告
は
３
月
15
日
ま
で

ふ
る
さ
と
応
援
奨
学
金（
給
付
型
）

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は
、

　
　
　
４
月
１
日
〜
５
月
24
日
ま
で

平
成
30
年
度
か
ら
軽
自
動
車
の

　
　
納
期
限
が
変
更
と
な
り
ま
す
！
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事
業
者
の
皆
様
の『
よ
ろ
ず
』相
談
を

お
近
く
の
振
興
局
で
お
受
け
し
ま
す

　
相
談
は
、日
本
政
策
金
融
公
庫
担
当
者
と
の
個

別
相
談
方
式
で
行
い
ま
す
。

◆
相
談
日
時
　
３
月
28
日（
水
）

　
　
　
　
　 

　午
後
１
時
〜
午
後
４
時
の
間
で
順
次

◆
相
談
場
所
　
役
場
１
階
　
会
議
室

◆
申
込
み
先
　
産
業
課

　
個
別
相
談
の
た
め
、事
前
の
申
込
が
必
要
で
す
。

◆
申
込
み
締
切
　
３
月
23
日（
金
）

　
く
わ
し
く
は
、産
業
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　「
総
合
消
費
料
金
が
未
納
で
あ
る
」「
最
終
期
日

を
経
て
訴
訟
を
開
始
す
る
」等
の
内
容
で
、ハ
ガ
キ
や

メ
ー
ル
が
届
き
、「
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」と
い
う
相
談

事
例
が
全
国
的
に
増
え
て
い
ま
す
。

　
身
に
覚
え
の
な
い
こ
う
し
た
ハ
ガ
キ
や
メ
ー
ル
が
届

い
た
場
合
、決
し
て
連
絡
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。電
話

を
す
る
と
自
分
の
情
報
を
伝
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
不
安
に
な
っ
た
り
、判
断
に
困
る
場
合
は
最
寄
り

の
消
費
生
活
相
談
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・ 

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
　

  

℡（
局
番
な
し
の
）１
８
８

・ 

日
高
地
方
消
費
生
活
相
談
窓
口

  

℡
０
７
３
８
|
52
|
５
２
８
８

・ 

県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
田
辺
）

  

℡
０
７
３
９
|
24
|
０
９
９
９

・ 

み
な
べ
町
役
場
産
業
課
　
消
費
相
談
窓
口

  

℡
０
７
３
９
|
72
|
１
３
３
７

　「
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
」は
国
が
全
国
に
設
置
す
る

事
業
者
様
の
た
め
の
無
料
の
経
営
相
談
所
で
、定
期

的
に
出
張
相
談
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。平
成
30
年

度
よ
り
地
区
担
当
制
と
し
、今
ま
で
以
上
に
事
業
者

の
方
の
継
続
的
支
援
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
基
本
的
に
予
約
制
で
す
の
で
、利
用
希
望
の
方
は

左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

日
時
　
毎
月
第
２・４
火
曜
日

　
　
　
９
時
30
分
〜
17
時
15
分

　
　
　※

祝
日
、年
末
年
始
を
除
く

場
所
　
西
牟
婁
振
興
局（
担
当
　
野
際
）

費
用
　
無
料

申
込
み・問
い
合
わ
せ

　
和
歌
山
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点（
公
益
財
団
法
人

わ
か
や
ま
産
業
振
興
財
団
内
）

℡
０
７
３
|
４
３
３
|
３
１
０
０

　
く
わ
し
く
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://yorozu-w
akayam

a.jim
do.com

/

出
張

相
談
会/

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

実
施
日
　
平
成
30
年
３
月
14
日（
水
）

時
　
間
　
午
前
11
時
頃

　
町
で
は
、地
震
や
津
波・武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
備
え
、国
か
ら
の
緊
急
情
報
を
町
の
防
災
行
政

無
線
を
使
っ
て
、確
実
に
伝
え
る
た
め
の
、緊
急
情
報

伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。

　
訓
練
で
は
、町
内
に
設
置
し
て
あ
る
防
災
行
政
無

線
の
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
、戸
別
受
信
機
、防
災
ラ
ジ
オ

か
ら
、一斉
に
次
の
内
容
を
放
送
し
ま
す
。

【
放
送
内
容
】

●
放
送
開
始
の
チ
ャ
イ
ム

●「
こ
れ
は
、Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
試
験
放
送
で
す
」を

３
回
放
送
し
、「
こ
ち
ら
は
防
災
み
な
べ
町
で
す
」

を
１
回
放
送

●
放
送
終
了
の
チ
ャ
イ
ム

　
こ
の
訓
練
は
、全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（※

Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）を
用
い
た
訓
練
で
、み
な
べ
町
以
外
の
地
域

で
も
様
々
な
手
段
を
使
って
情
報
伝
達
訓
練
が
行
わ

れ
る
予
定
で
す
。

　
な
お
訓
練
実
施
に
伴
い
、こ
の
日
は
午
前
11
時
の

チ
ャ
イ
ム
が
鳴
り
ま
せ
ん
。ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、地
震・津
波
や
武
力
攻
撃
な

ど
の
緊
急
情
報
を
、国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を
通

じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

産
業
課（
℡
７2
ー
１
３
３
７
）か
ら

産
業
課（
℡
７2
ー
１
３
３
７
）か
ら

総
務
課（
℡
７2
ー
２
０
５
１
）か
ら

総
務
課（
℡
７2
ー
２
０
５
１
）か
ら

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
を
使
っ
た
全
国一斉
の

　
　
　
　 

情
報
伝
達
訓
練
を
実
施

架
空
請
求
ハ
ガ
キ
や
メ
ー
ル
に

　
　
　
　
　
　
　
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

農
業
資
金
相
談
会
の
開
催
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ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト 

新
団
員
募
集
中
！

教
育
学
習
課（
℡
７4
ー
３
１
３
４
）か
ら

教
育
学
習
課（
℡
７4
ー
３
１
３
４
）か
ら

自
衛
官
等
募
集
案
内

自
衛
隊
御
坊
地
域
事
務
所
か
ら

自
衛
隊
御
坊
地
域
事
務
所
か
ら

　
南
部
駅
の
北
一番
踏
切
歩
道
橋
は
今
回
の
安
全
点

検
に
よ
り
、危
険
箇
所
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　
現
在
、歩
行
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、歩
道

橋
は
通
行
止
め
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
利
用
状
況

及
び
維
持
管
理
の
困

難
度
等
か
ら
撤
去
に

向
け
て
準
備
中
で
す

の
で
、ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
平
成
30
年
第
１
回
町
議
会
定
例
会（
３
月
議
会
）

は
、３
月
６
日（
火
）開
会
予
定
で
す
。

　
３
月
議
会
で
は
、平
成
30
年
度
の
町
政
運
営
に
あ

た
り
町
長
が
主
要
な
施
策
や
予
算
案
に
つ
い
て
述
べ

る
施
政
方
針
や
各
会
計
ご
と
の
当
初
予
算
な
ど
、町

民
の
暮
ら
し
に
関
連
す
る
案
件
が
審
議
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、町
が
行
う
事
業
な
ど
に
つ
い
て
各
議
員
が

質
問
す
る「
一
般
質
問
」も
行
わ
れ
ま
す
の
で
、皆
さ

ん
、お
誘
い
合
わ
せ
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
本
会
議
の
様
子
は
、パ
ソ
コ
ン
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
み
な
べ

町
議
会
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
」か
ら
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　
議
会
の
日
程
に
つい
て
は
、後
日
、町
内
一斉
放
送
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、議
会
事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
み
な
べ
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
で
は
、新
入
団
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

●
募
集
学
年
　
新
小
学
１
年
生
及
び
低
学
年

　
　
　
　
　
　（
い
つ
で
も
入
団
可
能
で
す
。）

●
応
募
方
法
　
教
育
学
習
課（
℡
74
|
３
１
３
４
）へ

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。そ
の
際
、児
童
名・

学
校
名・保
護
者
名・住
所・電
話
番
号
を
お
聞
き
し

ま
す
。（
申
込
締
切
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

※

見
学・体
験
希
望
の
方
、い
つ
で
も
歓
迎
で
す
。

●
成
人
で
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
に
興
味
の
あ
る
方
、

手
伝
っ
て
く
だ
さ
る
方
も
募
集
中
で
す
。

教
育
学
習
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
く
わ
し
く
は
、自
衛
隊
御
坊
地
域
事
務
所

（
℡
０
７
３
８
|
23
|
０
０
２
０
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

北一番
踏
切
歩
道
橋
は
通
行
止

建
設
課（
℡
７4
ー
３
３
３
５
）か
ら

建
設
課（
℡
７4
ー
３
３
３
５
）か
ら

３
月
議
会
は
、６
日
開
会
予
定

議
会
事
務
局（
℡
７2
ー
１
３
３
４
）か
ら

議
会
事
務
局（
℡
７2
ー
１
３
３
４
）か
ら

試験項目

自衛官候補生

一般 18歳以上34歳未満の者

技能
予備自衛官補

受験資格 受付期間 試験日

18歳以上で国家免許資格
等を有する者（保有資格に
より53～55歳未満まで）

採用予定月の1日現在、18
歳以上27歳未満の男子

年間を通じ
て行っており
ます。

平成30年
4月6日まで

平成30年
4月中旬
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手
続
き
等
の
お
忘
れ
は
な
い
で
す
か
？

　
　
　
　
各
手
当
に
つ
い
て

住
民
福
祉
課（
℡
７2
ー
２
１
６
１
）か
ら

住
民
福
祉
課（
℡
７2
ー
２
１
６
１
）か
ら

■
児
童
手
当
　

　
児
童
手
当
は
、町
内
に
住
所
が
あ
り
、中
学
校
卒

業（
15
歳
到
達
後
最
初
の
３
月
31
日
）ま
で
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
に
対
し
て

支
給
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。

■
児
童
扶
養
手
当

　
児
童
扶
養
手
当
は
、父
母
の
離
婚
や
死
亡
な
ど

で
、父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
子

ど
も
が
育
成
さ
れ
る
家
庭（
ひ
と
り
親
家
庭
等
）に

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。お
子
さ
ん
が
18
歳
到
達
後

最
初
の
３
月
31
日
に
な
る
ま
で（
法
令
で
定
め
る
障

が
い
の
状
態
に
あ
る
場
合
は
20
歳
に
な
る
ま
で
）支

給
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

■
特
別
児
童
扶
養
手
当
　

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、20
歳
未
満
で
身
体
や

知
的
、ま
た
は
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
を
監

護
し
て
い
る
父
母
等
に
支
給
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
。な
お
、子
ど
も
が
施
設
に
入

所
し
て
い
た
り
、障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合

は
除
き
ま
す
。

◎
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
！

　
各
手
当
は
、受
給
要
件
に
該
当
す
る
場
合
で
も
、

申
請
し
な
け
れ
ば
、支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

平成30年自治振興委員（区長）が決まりました
字名

堺

埴　田

片　町

新　町

北　道

南　道

芝

芝　崎

東吉田

気佐藤

新　庄

千鹿浦

岩﨑　保幸

森本　博志

児玉　　均

舛井　　悟

濵田　和男

椎﨑　　勇

松嵜　俊樹

嶋田　一也

　山　　泉

舩本　義弘

森　　要一

川畑　逸生

いわさき

もりもと

こ だ ま

ま す い

は ま だ

しいざき

まつざき

し ま だ

かたやま

ふなもと

もり

かわばた

やすゆき

ひ ろ し

ひとし

さとる

か ず お

いさむ

と し き

か ず や

いずみ

よしひろ

よういち

い つ お

ゆ か わ

まつかわ

ここがわ

おおくぼ

わたぐち

まえやま

はたざき

おおにし

お お の

お お の

うしろ

に し だ

ひろし

てつろう

あきひろ

きんいちろう

よしひろ

ただかず

や す お

たかし

あきひろ

まさふみ

の ぶ お

てるひさ

 い    ど

くすたに

な が い

ひ ら の

りゅうじん

ふ し み

ひらやま

やまもと

ぼうひき

しもむかい

たくみ

た か お

じゅんじ

と も や

せ つ お

け ん じ

よ し み

や す お

きよし

ひ と し

手 当 の種類

手当の額
（児童1人につき）

3歳未満
3歳以上小学校終了前
中学生
※基準額以上の所得がある世帯

月額
月額
月額
月額

（第3子以降は15,000円）
15,000円
10,000円
10,000円
5,000円

手当の額 児童1人のとき
児童2人のとき
児童3人のとき

月額最大
月額最大
月額最大

手当の額 1級　月額
2級　月額

51,700円
34,430円 （手当額は、子どもの障がいの状態によって決まります）

42,500円
52,540円
58,560円

（1人のときの額に10,040円を加算）
（2人のときの額に  6,020円を加算）

受給要件及び手当の額 （平成30年4月分から）

湯川　　弘

松川　哲朗

　川　明浩

大久保欽一朗

渡口　喜弘

前山　忠一

畑﨑　保男

大　　　孝

大野　晃弘

大野　理文

後　　伸夫

西田　晃久

井戸　　巧

楠谷　隆夫

永井　純司

平野　智也

龍神　節夫

伏見　憲治

平山　良巳

山本　安雄

棒引　　清

下向　一志

山　内

東岩代

西岩代

谷　口

筋

徳　蔵

熊　岡

晩　稲

東本庄

西本庄

滝

熊瀬川

高　野

土　井

市井川

広　野

島之瀬

東神野川

木の川

軽井川

大　川

名之内

区長名 字名 区長名 字名 区長名

〔 敬称略 〕

児 童 手 当

児童扶養手当

特 別 児 童
扶 養 手 当
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